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○ 議案書配布対象：ＩＭＰＤ雇用の社員（非組合員含む）・技能社員・メイト社員 

・エルダースタッフ・プロスタッフ・フェロー社員・エルダーフェロー 

○ 組合員の方は、議案書を一読の上、メンバーズ VOICEにご参加ください。 

 

三越伊勢丹グループ労働組合 

三越伊勢丹プロパティ・デザイン支部 

2026 年 6 月支給賞与  

議案書（案） 
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＜三越伊勢丹プロパティ・デザイン支部大会 議事日程＞ 

 

1. 大会運営委員紹介  支部書記長 

2. 資格審査報告  運営委員長 

3. 書記任命   議長 

4. 開会宣言   議長 

5. 議事日程発表       運営委員長 

6. 議題 

 

＜第一号議案＞ 

① 2026年 6月支給賞与要求案について 

② 2026年度賞与交渉にあたっての業績評価指標について 

 

7. 委員長挨拶   支部執行委員長 

8. 閉会宣言   議長 

 

日時・会場  

5月 25日（月）１７:００～ 

西新宿本社 8階会議室 2 

構成員   支部大会代議員・本部執行委員・支部執行委員・監査委員 
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Ⅰ．業績の状況 【報告事項】                    

１．グループ業績（2025 年度 第 3四半期終了時点） 

・ 2025年度第 3四半期終了時点のグループ総額売上高については、前年度の高い海外顧客売上の反動

などにより減収となりましたが、国内顧客の売上高が前年実績を上回り推移した結果、960,634 百

万円となりました。 

・ 販管費については、グループで取り組む販管費コントロールにより、前年実績を下回る 191,584百

万円となりました。 

・ 営業利益については、58,065百万円と、前年実績を若干下回る水準となりましたが、通期の見込み

については、当初設定水準からの変更はなく 78,000百万円を予想しています。 

 

・三越伊勢丹グループ（連結） 第３四半期業績（4月～12月） 

（単位：百万円） 
第３四半期業績結果 

通期見込み 
実績 前年差 前年比 

総額売上高 960,634 △17,987 98.2% 1,300,000 

売上高 406,341 △11,109 97.3% 554,000 

売上総利益 249,650 △5,323 97.9% 336,000 

販管費 191,584 △3,450 98.2% 258,000 

営業利益 58,065 △1,873 96.9% 78,000 

 

２．ＩＭＰＤの業績（2025年度 第 3四半期終了時点） 

第 3四半期までの全社業績については、売上高：12,271百万円、営業利益：171百万円の結果となり、

売上高・営業利益共に予算を上回りました。 

特に、当初の赤字予測から一転し、この時点において、営業利益として黒字を確保していることが特

筆されます。 
・ＩＭＰＤ第３四半期業績（4月～12月） 

（単位：百万円） 実績 予算比 予算差 前年比 前年差 

売上高 12,271 105.5％ 643 70.6％ △5,102 

売上原価 11,608 101.9％ 214  69.2％ △5,166 

売上総利益 664 281.9％ 428 110.6％ 63 

販管費 495 88.2％ △66 120.5％ 84 

営業利益 171 - 495 89.1％ △20 

 

＜2025年度通期の見込み＞ 

2025年度は、案件ごとの進行基準の見直しや業務フローの改善を通じて、安定的に利益を確保できる

体制の構築に取り組んできました。 

これらの取り組みの成果も有り、今年度は、営業利益の予算ベースで推移してきました。 

その上で、第 4四半期は、通期目標の達成に向けた追加施策として、既存案件における追加工事の受注

を積極的に進めることでトップラインの引き上げを図るとともに、利益率 10％を基準とした案件の見直

しや進行基準の徹底により、営業利益目標の達成が見込まれる状況となりました。 

結果として、当初予算である営業利益 700百万円を上回り、通期では約 800百万円を上回る着地を予想

しています。 
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Ⅱ．これまでの支給水準やその考え方 【報告事項】 

賞与交渉にあたっては、過去の支給水準との比較やその考え方も重要となるため、直近 3年間の支給状

況を確認します。 

 

2022 年度は、新型コロナウイルスの影響で、グループの業績も厳しい状況が予想されたことから、※

都度交渉として賞与交渉を実施しました。 

ＩＭＰＤは、グループとの親和性の高さも踏まえ、場合によっては、減額も視野に入れた交渉となりま

したが、結果として、自社業績のみならず、グループ業績も想定以上に回復したことを踏まえ、支給表通

りの支給となりました。 

 

2023年度については、コロナによる業績への影響が無くなったと判断し、※半期交渉へ移行しました。 

半期交渉を行う場合は、交渉の前提となる業績評価指標として、定量的な目標（自社の営業利益目標の

予算比）と定性的な目標（年度計画としてアクションプランの進捗）をそれぞれ設定しました。 

結果としては、自社の営業利益は予算未達であったものの、その主な要因がＩＭＰＤの責に帰さない期

ズレや計画の中止などであった事や、一方で、アクションプランの進捗による成果、グループ業績への貢

献も評価する中で、0.1ヶ月の加算をおこないました。 

 

2024 年度も半期交渉を継続し、業績評価指標として、自社営業利益目標の予算比、グループ業績の状

況、アクションプランの進捗をそれぞれ設定しました。 

業績の結果として、案件によっては、計画通りの進捗が難しかった事や、また追加工事の実施など、想

定以上の費用が発生したことから、それらも含めて、営業利益未達の要因となったことを重く受け止め、

減額も含めた交渉をおこないました。 

交渉の結果としては、減額となったものの、生活への影響を最大限考慮し、減額の対象をステージ A(0.2

ヶ月)ステージ B(0.1ヶ月)としました。 

 

＜半期交渉・都度交渉の位置づけ＞ 

※半期交渉 
ベースとなる賞与支給表があり、期初に設定した業績評価指標に基づき、 

支給表の見直しの有無の確認を含め交渉をおこなう。 

※都度交渉 
ベースとなる賞与支給表によらず、直近の業績（ＩＭＰＤは位置づけを踏まえ 

グループ業績も含む）を踏まえ、支給ヶ月の交渉をおこなう。 
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＜過去 3年の賞与支給状況＞ 

2022 年度 

雇用形態・ステージ 年間支給表に対しての加減の状況 自社業績（営業利益） 

ステージＢ 

支給表通りの水準による支給 
予算：600百万円 

結果：131百万円 

ステージＣ 

メイト社員 

エルダースタッフ 

（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ） 

＜2022年度の前提認識＞ 

2021年度に引き続き都度交渉の継続 

2023年度 

雇用形態・ステージ 年間支給表に対しての加減の状況 自社業績（営業利益） 

ステージＢ 

支給表に対して一律 0.10ヶ月加算による支給 
予算：600百万円 

結果：379百万円 

ステージＣ 

技能社員 

メイト社員 

エルダースタッフ 

（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ） 

＜2023年度の前提認識＞ 

期初に交渉をおこなうための業績評価指標（自社営業利益の予算比、アクションプランの進捗

状況）を設定し、支給のタイミング（12月・6月）ごとに業績評価指標を元にした半期交渉 

2024年度 

雇用形態・ステージ 年間支給表に対しての加減の状況 自社業績（営業利益） 

ステージＢ 支給表に対して一律 0.10ヶ月減額による支給 

予算：700百万円 

結果：185百万円 

ステージＣ 

支給表通りの水準による支給 

技能社員 

メイト社員 

エルダースタッフ

(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ) 

＜2024年度の前提認識＞ 

期初に交渉をおこなうための業績評価指標（自社営業利益の予算比、アクションプランの進捗

状況）を設定し、支給のタイミング（12月・6月）ごとに業績評価指標を元にした半期交渉 
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Ⅲ. 2025年度 6月（26年 6月支給）賞与について【審議決定事項】  

１．2025年度賞与交渉の前提認識 

 2025年度の賞与交渉（25年 12 月賞与・26年 6月賞与）については、2024年度に引き続き、制

度上の賞与支給表を踏まえ、支給のタイミングごとに交渉をおこなう半期交渉としています。 

 半期交渉をおこなう上では、交渉のベースとなる業績評価指標を設定し、交渉時においてその指

標を踏まえながら支給ヶ月の交渉をおこないます。 

 2025 年度の業績評価指標については、定量的に図ることができる指標として、25 年度全社営業

利益目標と三越伊勢丹グループ連結営業利益目標の予算比、定性的に図ることができる指標とし

て、25年度年度計画（アクションプラン）の進捗状況の 3つを設定しています。 

 

【2025年度業績評価指標】 

定量的な指標 
全社営業利益目標の予算比 

三越伊勢丹グループ連結の営業利益目標の予算比 

定性的な指標 2025年度ＩＭＰＤ年度計画（アクションプラン） 
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２．要求水準について 

  １）業績評価指標の捉え方 

①2025年度のＩＭＰＤ自社業績とグループ業績 

 ＩＭＰＤの通期営業利益については、800百万円を上回る着地と予算を上回る見通しで、25年度

中の業務フローの見直しなどによる取り組みの成果や、第 4四半期以降の目標達成に向けた施策

の成果による結果だと捉えています。 

 グループ業績については、当初予算の営業利益 78,000百万円を達成する見通しで、ＩＭＰＤは、

グループ連邦戦略やまち化戦略といったグループ戦略を踏まえると、グループへの貢献にもつな

がっていると捉えています。 

 

②2025年度のアクションプランの結果 

 2025年度のアクションプランについては、特に重要ＫＰＩの 7項目の中で、5項目が当初の目標

に達する結果となり、全体としては概ね順調に推移しています。具体的には、「まち化戦略」「DX

戦略」「事業構造改革」「人財戦略」「サステナビリティ」に関する取り組みについては、計画通

り進捗したと評価しています。 

 一方で、既存事業の進化戦略における中型案件の収益率最大化を目的とした戦略的顧客からの受

注、および連邦戦略における個人外商連携（BtoC）については、計画通りの進捗には至らず、目

標達成に向け引き続き取り組みが必要な状況となっています。 

  

【2025年度アクションプランの一例（重要 KPI）】 

項目 内容 

既存事業の進化戦略 中長期大型物件の戦略的獲得 

中型案件の収益率の最大化 戦略個客拡大、関係構築 

連邦戦略 個人外商、法人外商、MDグループとの連携  

デベロッパー企業と金融企業と金融企業との連携 

まち化戦略 新規事業の創出 外部不動産開発案件への参画 

DX戦略 企業改革 DX 設計機能 DXによる効率向上 

事業構造改革 IMPDの科学による物件マネジメントの定着・推進・進化 

人財戦略 

 

ハラスメントゼロに向けた取組み 

生涯 CDPの推進 

サステナビリティ サステナビリティの取り組みの理解促進 

グループガバナンス 積極的コンプライアンスの厳守 
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２）要求水準の考え方について 

要求水準については、交渉の基となる今年度の業績評価指標や過去の支給実績も考慮しながら、

検討をおこなってきました。 

業績評価指標の結果として、自社営業利益やグループ営業利益については、予算達成が見込ま

れており、今年度のアクションプランの進捗についても概ね計画通りとなっていることから、加

算も視野に交渉をおこなってきました。 

 

その上で、加算水準については、2023 年度賞与が、自社営業利益は未達だったものの、アク

ションプランの結果などを踏まえ 0.10 ヶ月を加算したことから、それ以上の水準とすることが

望ましいと考え方を整理してきました。 

一方で、半期交渉の位置づけが、業績によってデジタルに水準変動をさせるものではなく、基

本的には支給表に基づく支給を前提とする考え方であることや、加算による原資への影響も考慮

しつつ要求水準を組み立てました。 

その結果、成果に対する賞与の加算については、2023 年度賞与でおこなった加算時の対応と

同様に、ＩＭＰＤとしての一体感を重視し、賞与制度のある雇用形態・ステージを対象に、一律

0.30ヶ月の加算を要求とすることとしました。 
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３．雇用形態ごとの要求案 

１）社員 

社員の 2026年 6月支給賞与については、以下の通り要求します。 

 

(ア)            ①支給表要求 

■ ステージＢ 

  

【役割別評価別支給ヶ月】
＜B3＞
支給ヶ月 支給ヶ月 役割① 役割② 役割③ 役割④
1.30 S 2.95 2.80 2.65 2.50

A 2.45 2.30 2.15 2.00
B 1.95 1.80 1.65 1.50
C 1.45 1.30 1.15 1.00
D 0.95 0.80 0.65 0.50

＜B2＞
支給ヶ月 支給ヶ月 役割① 役割② 役割③ 役割④
1.30 S 2.60 2.45 2.30 2.15

A 2.20 2.05 1.90 1.75
B 1.80 1.65 1.50 1.35
C 1.40 1.25 1.10 0.95
D 1.00 0.85 0.70 0.55

＜B1＞
支給ヶ月 支給ヶ月 役割① 役割② 役割③ 役割④ 初任
1.30 S 2.45 2.30 2.15 2.00 2.00

A 2.05 1.90 1.75 1.60 1.60
B 1.65 1.50 1.35 1.20 1.20
C 1.25 1.10 0.95 0.80 0.80
D 0.85 0.70 0.55 0.40 0.40  

 
＜参考：制度上のステージＢ 賞与支給表＞ 

 
【役割別評価別支給ヶ月】

＜B3＞
支給ヶ月 支給ヶ月 役割① 役割② 役割③ 役割④
1.00 S 2.95 2.80 2.65 2.50

A 2.45 2.30 2.15 2.00
B 1.95 1.80 1.65 1.50
C 1.45 1.30 1.15 1.00
D 0.95 0.80 0.65 0.50

＜B2＞
支給ヶ月 支給ヶ月 役割① 役割② 役割③ 役割④
1.00 S 2.60 2.45 2.30 2.15

A 2.20 2.05 1.90 1.75
B 1.80 1.65 1.50 1.35
C 1.40 1.25 1.10 0.95
D 1.00 0.85 0.70 0.55

＜B1＞
支給ヶ月 支給ヶ月 役割① 役割② 役割③ 役割④ 初任
1.00 S 2.45 2.30 2.15 2.00 2.00

A 2.05 1.90 1.75 1.60 1.60
B 1.65 1.50 1.35 1.20 1.20
C 1.25 1.10 0.95 0.80 0.80
D 0.85 0.70 0.55 0.40 0.40
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■ ステージＣ 

＜6月賞与＞

C Ct G3 G2 G1 Ct
2.26 2.15 S 1.00 0.95 0.90 0.85

A 0.70 0.65 0.60 0.55
B 0.40 0.35 0.30 0.25
C 0.10 0.05 0.05 0.05
D 0.00 0.00 0.00 0.00

支給ヶ月 グレード別評価別支給ヶ月

 
 

※2026年 4月 1日に入社したステージＣｔについては、0.50ヶ月を要求します。 

※2026年 4月 1日にメイト社員から社員への転換者については、1.80ヶ月を要求します。 

 

      
＜参考：制度上のステージ C 賞与支給表＞ 

 

＜6月賞与＞

C Ct G3 G2 G1 Ct
1.96 1.85 S 1.00 0.95 0.90 0.85

A 0.70 0.65 0.60 0.55
B 0.40 0.35 0.30 0.25
C 0.10 0.05 0.05 0.05
D 0.00 0.00 0.00 0.00

グレード別評価別支給ヶ月支給ヶ月

 
 

 

②評価分布要求 

評価分布については、以下の通り要求します。 

 

■ ステージＢ 

評価をポイント表に基づき、ポイント換算し、全体平均を 4.1ポイント以上とする。 

 

【ステージＢ賞与評価ポイント表】 

 

 

 

■ ステージＣ 

評価をポイント表に基づき、ポイント換算し、全体平均を 4.1ポイント以上とする。 

 

 
 

 

 

 
(イ)       

【ステージC賞与評価ポイント表】

評価 S A B C D

ポイント 6 5 4 3 2
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(ウ)      ③支給対象・基準日・支給方法 
 

社員の支給対象・基準日・支給方法を以下の通り要求します。 

◼ 賞与支給予定日： 2026年 6月 15日（月） 

１．2026年 6月賞与 

１）支給対象 

 2025年 10月 1日から 2026年 3月 31日まで勤務し、引き続き支給当日在籍している者。ただし、

期間中欠勤・休職日数等のある者は、それぞれ定めた支給方法で支給する。その際、欠勤・休職

等(育児休職・介護休職等※)、私用の遅刻早退は期間中の休日・連続休暇等を除く実質分数とし、

それにより出勤分数を算出する。なお、賞与算出についてはそれぞれの期間の所定労働分数を基

礎に算出する。 

※その他無給の休暇・休職等も含む。 

２) 基準日 

 本給および資格は、2026年 3月 31日現在とする。 

※2025年 10月 1日から 2026年 6月 1日までに社員からエルダースタッフに転換した者は、 

エルダースタッフとしての賞与を支給する。 

※2026年 4月 1日にメイト社員から社員に転換した者は 4月 1日現在とする。 

 

３）支給方法 

①  ステージ Ｂ 

a) 期間中欠勤のない者 

（本給 × 1.30ヶ月) ＋（本給 × 役割別評価別支給ヶ月） 

 

b) 期間中欠勤・休職・私用の遅刻早退などのある者  

（本給 × 1.30ヶ月×        ）＋(本給×役割別評価別支給ヶ月×       ） 

 

 

② ステージ Ｃ 

a) 期間中欠勤のない者  

（本給× 2.26ヶ月）＋（本給×グレード別評価別支給ヶ月） 

 

  b) 期間中欠勤・休職・私用の遅刻早退などのある者  

(本給× 2.26ヶ月×       ) ＋（ 本給×グレード別評価別支給ヶ月×              ） 

 

 

③ ステージＣｔ（2025年度以前入社） 

a) 期間中欠勤のない者  

（本給× 2.15ヶ月） ＋（本給×評価別支給ヶ月） 

 

  b) 期間中欠勤・休職・私用の遅刻早退などのある者  

(本給× 2.15ヶ月×        ) ＋（ 本給×評価別支給ヶ月×               ） 

 

※細部については労使協議の上決定する。 
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２）技能社員 

 

技能社員の 2026年 6月支給賞与については、以下の通り要求します。 

 

(エ)            ①支給表要求 

  

＜6月賞与＞

支給ヶ月 支給ヶ月 ４等級 ３等級 ２等級 １等級 技能見習員

1.30 S 2.20 2.15 1.90 1.85 1.70
A 1.80 1.75 1.60 1.55 1.40
B 1.40 1.35 1.30 1.25 1.10
C 1.00 0.95 1.00 0.95 0.80
D 0.60 0.55 0.70 0.65 0.50  

 

  ※2026年 4月 1日に入社した技能見習員については、0.50ヶ月を要求します。 

 

 

＜参考：制度上の技能社員 賞与支給表＞ 

 

＜6月賞与＞
支給ヶ月 支給ヶ月 ４等級 ３等級 ２等級 １等級 技能見習員

1.00 S 2.20 2.15 1.90 1.85 1.70
A 1.80 1.75 1.60 1.55 1.40
B 1.40 1.35 1.30 1.25 1.10
C 1.00 0.95 1.00 0.95 0.80
D 0.60 0.55 0.70 0.65 0.50  

 

 

 

 

(オ)      ②評価分布要求 

評価分布については、以下の通り要求します。 

 

評価をポイント表に基づき、ポイント換算し、全体平均を 4.1ポイント以上とする。 

(カ)  

         

 

      

 

 

 

 

 

 

(キ)  

 

＜技能社員賞与評価ポイント表＞ 

 



13 

 

(ク)      ③支給対象・基準日・支給方法 

技能社員の支給対象・基準日・支給方法を以下の通り要求します。 

 

◼ 賞与支給予定日： 2026年 6月 15日（月） 

１．2026年 6月賞与 

１）支給対象 

 2025年 10月 1日から 2026年 3月 31日まで勤務し、引き続き支給当日在籍している者。ただし、

期間中欠勤・休職日数等のある者は、それぞれ定めた支給方法で支給する。その際、欠勤・休職

等(育児休職・介護休職等※)、私用の遅刻早退は期間中の休日・連続休暇等を除く実質分数とし、

それにより出勤分数を算出する。なお、賞与算出についてはそれぞれの期間の所定労働分数を基

礎に算出する。 

※その他無給の休暇・休職等も含む。 

２) 基準日 

 本給は、2026年 3月 31日現在とする。 

 

３）支給方法 

④ 1等級～4等級 

a) 期間中欠勤のない者  

（本給×1.30ヶ月）＋（本給×等級別評価別支給ヶ月） 

 

  b) 期間中欠勤・休職・私用の遅刻早退のある者  

(本給×1.30ヶ月×       )＋（本給×等級別評価別支給ヶ月×              ） 

 

 

⑤ 技能見習員（2025年度以前入社） 

a) 期間中欠勤のない者  

（本給×1.30ヶ月）＋（本給×評価別支給ヶ月） 

 

b) 期間中欠勤・休職・私用の遅刻早退のある者  

(本給×1.30ヶ月×         ) ＋（ 本給×評価別支給ヶ月×                ） 

 

 

※細部については労使協議の上決定する。 
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３）メイト社員 

メイト社員の 2026年 6月支給賞与については、以下の通り要求します。 

 

①支給表要求 
＜6月賞与＞

S A B C D
G2 2.05 1.90 1.65 1.40 1.25
G1 2.00 1.85 1.60 1.35 1.20

グレード別評価別支給ヶ月

 
 

 
＜参考：制度上のメイト社員 賞与支給表＞ 

 

＜6月賞与＞

S A B C D
G2 1.75 1.60 1.35 1.10 0.95
G1 1.70 1.55 1.30 1.05 0.90

グレード別評価別支給ヶ月

 
 

 

 

 

②評価分布要求 
メイト社員の評価分布については、以下の通り要求します。 

 

Ｂ評価以上を中心とした分布とする。 
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③支給対象・基準日・支給方法 

メイト社員の支給対象・基準日・支給方法を以下の通り要求します。 

１．2026年 6月賞与 

１）支給対象 

 2025年 10月 1日から 2026年 3月 31日まで勤務し、引き続き支給当日在籍している者。ただし、

期間中欠勤・休職日数等のある者は、それぞれ定めた支給方法で支給する。その際、欠勤・休職

等(育児休職・介護休職等※)、私用の遅刻早退は期間中の休日・連続休暇等を除く実質分数とし、

それにより出勤分数を算出する。なお、賞与算出についてはそれぞれの期間の所定労働分数を基

礎に算出する。 

※その他無給の休暇・休職等も含む。 

２）基準日 

 本給は、2026年 3月 31日現在とする。 

※2025年 10月１日から 2026年 6月 1日までにメイト社員からエルダースタッフに 

転換した者は、エルダースタッフとしての賞与を支給する。 

 

３）支給方法  

a) 期間中欠勤のない者 

   本給×グレード別評価別支給ヶ月 

 

   b) 期間中欠勤・休職・私用の遅刻早退のある者 

     本給×グレード別評価別支給ヶ月 × 

                  

※細部については労使協議の上決定する。 

 

◼ 賞与支給予定日： 2026年 6月 15日（月） 
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４）エルダースタッフ 

 

エルダースタッフの 2026年 6月支給賞与については、区分別に以下の通り要求します。 

 

①支給表要求 

 
■ エルダースタッフⅠ・Ⅱ・Ⅲ 

支給ヶ月 1.30  
 

 

■ 評価加算（エルダースタッフⅠ・Ⅱ・Ⅲ対象） 

 

 

 
 

■ エルダースタッフⅣ 

評価 S A B C D

支給ヶ月 2.40 2.10 1.80 1.50 1.20  
 

 

■ エルダースタッフⅤ 

評価 S A B C D

支給ヶ月 2.90 2.60 2.30 2.00 1.70  
 

※エルダースタッフⅣ・Ⅴの評価分布については、対象者人数を踏まえ絶対評価とします。 

 

 

＜参考：制度上のエルダースタッフ 賞与支給表＞ 

 

エルダースタッフⅠ・Ⅱ・Ⅲ

支給ヶ月 1.00  
 

エルダースタッフⅠ・Ⅱ・Ⅲ（評価加算）

S評価加算 A評価加算

支給ヶ月 0.40 0.20  
 

エルダースタッフⅣ

評価 S A B C D

支給ヶ月 2.10 1.80 1.50 1.20 0.90  
 

エルダースタッフⅤ

評価 S A B C D

支給ヶ月 2.60 2.30 2.00 1.70 1.40  

S評価加算 A評価加算

支給ヶ月 0.40 0.20
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②支給対象・基準日・支給方法 

エルダースタッフの支給対象・基準日・支給方法を以下の通り要求します。 

１．2025年 6月賞与 

１）支給対象 

 2025年 10月 1日から 2026年 3月 31日まで勤務し、引き続き支給当日在籍している者。ただ

し、期間中欠勤・休職日数等のある者は、それぞれ定めた支給方法で支給する。その際、欠

勤・休職等(育児休職・介護休職等※)、私用の遅刻早退は期間中の休日・連続休暇等を除く

実質分数とし、それにより出勤分数を算出する。なお、賞与算出についてはそれぞれの期間

の所定労働分数を基礎に算出する。 

※その他無給の休暇・休職等も含む。 

２）基準日 

 時間給及び基本給は、2026年 6月 1日現在とする。   

※2025年 10月 1日から 2026年 6月 1日までにエルダースタッフに転換した者は、 

エルダースタッフとしての賞与を支給する。 

３）支給方法  

①エルダースタッフⅠ・Ⅱ（時給制） 

a)期間中欠勤のない者 ： みなし本給×1.30ヶ月 

（みなし本給＝時間給×週契約時間×52週／12ヶ月 ※円単位切り上げとする） 

b)期間中欠勤・休職・私用の遅刻早退のある者： 

   月初から月末までの 1ヶ月間にまったく出勤がない場合は、1／6を控除する。 

 

②エルダースタッフⅢ（月給制） 

a) 期間中欠勤のない者 ： 基本給×1.30ヶ月 

   b) 期間中欠勤・休職・私用の遅刻早退のある者： 基本給×1.30ヶ月× 

 

③エルダースタッフⅣ・Ⅴ（月給制） 

a) 期間中欠勤のない者 ： 基本給×評価別支給ヶ月 

   b) 期間中欠勤・休職・私用の遅刻早退のある者： 基本給×評価別支給ヶ月×        

 

※細部については労使協議の上決定する。 

 

■賞与支給予定日： 2026年 6月 15日（月） 
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Ⅳ．2026年 6月支給賞与について 【報告事項】 

2025年度の自社営業利益は、当初目標であった 700百万円に対し、通期では 800百万円

を上回る着地が見込まれています。 

2025 年度については、2024 年度からの期ズレの計上はあったものの、売上総利益など

を踏まえると、2025年度業績への影響はほぼ無かったと捉えており、今回の結果は、2025

年度内における取り組みの成果により積み上げられた結果であると認識しています。 

2025年度は、案件ごとの進行基準の見直しや業務フローの改善を進め、着実に利益が確

保できる体制となり、これらについては、ここ数年で取り組んできた IMPD の科学を踏ま

えた各取り組みがより浸透してきた結果であると捉えています。 

その上で、第 4四半期においては、通期予算達成に向け、追加工事の獲得や交渉による

条件改善、コスト管理の徹底などにより、利益が積み上げられたと捉えています。 

これらを踏まえて、組合としては、今回の賞与について一律の加算を要求する根拠とし

ています。 
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Ⅴ. 2026年度、労働組合の取り組みについて【報告事項】 

ＩＭＰＤは、連邦戦略やまち化戦略などを通じて事業の拡大を目指しており、三越伊勢

丹グループの中でも、特に期待値の高い企業であると捉えています。 

労働組合としては、こうした取り組みを担うメンバーの皆さんが、常に高いモチベーシ

ョンを持って業務に邁進できることが極めて重要であると考えています。 

2026年度に向けては、事業の成長を支える基盤として、働く環境の整備についても、こ

れまで以上に力を入れて取り組んでいきます。具体的には、評価制度のトライアルを通じ

て、あるべき人事賃金制度の見直しに向けた検証を進めるとともに、年間休日数が 120日

に増加したことによる業務への影響についても、現場の実態を確認しながら検証していき

ます。また、深夜勤務をはじめとする働き方についても、メンバーの皆さんの声を丁寧に

伺い、負担や不安の軽減につながる環境整備を進めていきます。 

メンバーズ VOICEや組合役員を通じて寄せられる現場の声を、今まで以上に共有・可視

化できる体制を整え、それらの意見を労使で確認しながら、一つひとつ改善に向けた取り

組みを進めていきます。 

業務に安心して取り組める環境を整えていくことが、結果として、メンバーの皆さん一

人ひとりのやりがい・働きがいの向上につながるものと考えています。 

今後も、「この会社で働き続けたい」と感じられる職場環境づくりに向けて、メンバー

の皆さんとともに、継続的に取り組んでいきましょう。 
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Ⅵ．2026年度賞与交渉における業績評価指標の設定【審議決定事項】 

１．設定の考え方について 

2026 年度の賞与交渉（26 年 12 月賞与・27 年 6 月賞与）については、引き続き、ベースとな

る年間賞与支給表を踏まえ交渉をおこなう半期交渉としておこなっていきます。 

半期交渉をおこなうに当たっては、交渉のベースとなる業績評価指標を設定し、賞与交渉にお

いては、業績評価指標を踏まえながら支給ヶ月を決定していきます。 

2026 年度の業績評価指標については、総合的な視点で交渉ができる点などから、これまでに

引き続き複数設定する事とし、定量的に図ることができる指標として、2026 年度ＩＭＰＤ自社

営業利益目標の予算比と、グループ業績に一定の貢献をおこなうＩＭＰＤの事業特性を踏まえ、

三越伊勢丹グループ業績動向、また、定性的に図ることができる指標として、2026年度計画（ア

クションプラン）の進捗状況とします。 

 

２．設定内容 

【2026年度業績評価指標】 

定量的な指標 
ＩＭＰＤ全社営業利益目標の予算比 

三越伊勢丹グループ連結の営業利益の予算比 

定性的な指標 2026年度ＩＭＰＤ年度計画（アクションプラン） 

※2026年度ＩＭＰＤ営業利益目標：900百万円 
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Ⅶ．今後のスケジュール 【報告事項】 

 この先の予定としては、メンバーズＶＯＩＣＥを開催後、支部大会にて審議決定し、労使

協議会を開催の上、会社に要求をおこないます。 

 詳細スケジュールについては、下記の通りです。 

 

 

時期 内容 

4月 21・22日（火）(水) 本部執行委員会：議案書審議 

4月 24日（金） 支部評議員会：議案書審議 

5月 11日（月）～ 5月 22日（金） メンバーズＶＯＩＣＥ期間 

5月 25日 (月） 支部大会：要求案審議 

5月 26日（火） 労使協議会 

6月 15日（月） 賞与支給日 
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